
   八 千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付実施要領  

 

制定  令和４年３月 ３ 1日  

 （趣旨 ）  

第１条  この要領は，家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化

を図るた め，住 宅用設備等（以下「補助対象設備」という。）を導入する者

に対し， 八千代 市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（以下「補助金」と

いう。） を交付 することに関し，八千代市補助金等交付規則（平成１７年八

千代市規 則第４ ３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な

事項を定 めるも のとする。  

（補助金 の交付対象）  

第２条  この要領において，補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。

）は，第 ３条に 定める市内の住宅（店舗・事務所等との併用住宅を含む。以

下同じ。 ）に， 次の各号に掲げる未使用の補助対象設備を各法令に準拠し導

入する事 業とす る。  

⑴  家庭 用燃料 電池システム（エネファーム）  

⑵  定置 用リチ ウムイオン蓄電システム  

⑶  窓の 断熱改 修  

⑷  太陽 熱利用 システム  

⑸  電気 自動車  

⑹  Ｖ２ Ｈ充放 電設備  

２  補助 対象設備の要件は別表１のとおりとする。  

 （補助 対象設備を導入する住宅）   

第３条  補助対象設備を導入する住宅は，次のとおりとする。  

⑴  定置 用リチ ウムイオン蓄電システムを設置する住宅は，実績報告の日ま

でに住宅用太陽光発電設備（太陽電池を利用して電気を発生させるた めの

設備及びこれに付属する設備であって，設置された住宅において電気 が消

費され，連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう 。以

下同じ。）が設置されていること。なお，接続する住宅用太陽光発電 設備

は，新設・既設を問わない。  



⑵   窓の断熱改 修をする住宅は，次の各項を満たすこと。  

ア  窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了しているこ

と。  

イ  補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。  

⑶  電気 自動車 を購入する者が居住する住宅は，次の各項を満たすこと。  

ア  実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され，発電した電気

を電気自動車に給電できること。なお，接続する住宅用太陽光発電設備

は，新設・既設を問わない。  

イ  実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内

に所在する住宅。  

ウ  別表３において，住宅用太陽光発電設備及びＶ２Ｈ充放電設備を併設

する場合の補助を受けようとするときは，実績報告の日までにＶ２Ｈ充

放電設備が設置されていること。なお，Ｖ２Ｈ充放電設備は，新設・既

設を問わない。  

⑷  Ｖ２ Ｈ充放 電設備を設置する住宅は，実績報告の日までに住宅用太陽光

発電設備が設置され，かつ，電気自動車（電池によって駆動する電動 機の

みを原動機とし，内燃機関を併用しない自動車（道路運送車両法（昭 和２

６年法律第１８５号）第６０条第１項の規定による自動車検査証の交 付を

受けた同法第２条第２項に規定する自動車をいう。）で，自動車検査 証に

当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているものをいう。た だし ，

自動車検査証の用途が「乗用」，自家用・事業用の別が「自家用」と 記載

されている４輪のものに限る。）が導入されていること。なお，接続 する

住宅用太陽光発電設備は，新設・既設を問わない。また，電気自動車 は，

新規導入・導入済みを問わない。  

⑸  窓の 断熱改 修及び電気自動車を除く補助対象設備を設置する住宅は，次

の各項のいずれかに該当すること。  

ア  補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅。  

イ  補助事業を実施する者自らの居住の用の供するために市内に新築する

住宅。  

ウ  補助事業を実施する者自らの居住の用の供するために取得する，住宅



を販売する事業者等により未使用の補助対象設備が予め設置された市内

に所在する住宅。  

（補助対 象者）  

第４条  補助金は，補助事業を実施する者に対して交付するものとする。ただ

し，この 補助金 の申請を行う前に補助対象設備の工事に着手した者又は建売

住宅の引 渡しを 受けた者には，補助金を交付しないものとし，かつ，以下の

要件を満 たすこ ととする。  

⑴  市内 に住所 を有すること（実績報告の日までに住民登録をする場合を含

む）。  

⑵  補助 対象設 備の設置費等を負担し，当該設備を所有すること（電気自動

車にあっては，所有権留保付きローンで購入し，所有者が販売店又は ファ

イナンス会社等である場合を含む）。  

⑶  補助 対象設 備を導入する住宅において，申請者以外に所有者がいる場合

は，全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。  

⑷  電気 自動車 を除く補助対象設備を設置する住宅において，設置する設備

と同種の補助対象設備に対し，自ら又は自らと同一の世帯を構成する 者が ，

八千代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領又は八 千代

市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付実施要領に基づく補助を 受け

ていないこと。  

⑸  電気 自動車 にあっては，電気自動車を導入する住宅において，申請者が

八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付実施要領に基づき 電気

自動車の補助を受けていないこと。  

 （補助 対象経費と補助金の額）  

第５条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は補助事業

を実施す る者が 負担した設置費等のうち別表２に示すものとし，補助金の額

は別表３ のとお りとする。  

２  前項 の補助対象経費の算出に当たっては，消費税及び地方消費税相当額を

控除する ものと し，設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合

にあって はさら に当該補助金の額を控除した額とする。  

３  補助 金は電気自動車を除く補助対象設備の種類ごとに，一の住宅に１回（



集合住宅 の専有 部分において利用する設備の設置にあっては１戸に限り１回

）に限り 交付す る。ただし，過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を

構成する 者が設 備を設置する場合にはこの限りではない。  

４  補助 金は電気自動車にあっては，電気自動車を導入する住宅において，申

請者ひと りに付 き１回に限り交付する。  

（交付申 請書等 ）  

第６条  規則第３条第１項の交付申請書は，八千代市住宅用設備等脱炭素化促

進事業補 助金交 付申請書（第１号様式）とする。  

２  前項 の交付申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。  

⑴  補助 対象設 備の概要（第１号様式  別紙）  

⑵  補助 対象設 備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書

等の写し  

⑶  補助 対象設 備を導入する住宅の所有が確認できる書類（ただし，特別な

理由により添付できない場合はこの限りではない。）  

⑷  補助 対象設 備が窓の断熱改修の場合は , 補助対象設 備を 設置する住宅の

建築工事が完了していることを確認できる書類  

⑸  補助 対象設 備の技術仕様が確認できる書類（カタログ又は仕様書等）の

写し  

⑹  補助 対象設 備の設置位置が確認できる図面の写し（窓の断熱改修におい

ては，平面図，立面図。電気自動車を除く。）  

⑺  補助 対象設 備の設置工事着工前の現況写真（電気自動車を除く。）  

⑻  その 他市長 が必要と認める書類   

（交付の 条件）  

第７条  規則第５条の規定により付する条件は，次に掲げるとおりとする。  

⑴  補助 事業に 要する経費の配分の変更をする場合においては，市長の承認

を受けること。  

⑵  補助 事業の 内容の変更をする場合においては，市長の承認を受けること。  

⑶  補助 事業を 中止し，又は廃止する場合においては，市長の承認を受ける

こと。  

⑷  補助 事業が 予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と



なった場合においては，速やかに市長に報告してその指示を受けるこ と。  

⑸  規則 第６条 の規定による補助金の交付の可否の決定の通知を受けた日に

係る年度の２月２８日（同日が閉庁日の場合は，その直前の開庁日） まで

に補助事業が完了すること。  

⑹  規則 第１２ 条第１項に規定する補助事業等実績報告書を提出する日まで

に，補助対象設備を導入した住宅に居住し，かつ，本市に住民登録の 届出

を済ませていること。  

（決定通 知）  

第８条  規則第６条の規定による補助金の交付の可否の決定の通知は，八千代

市住宅用 設備等 脱炭素化促進事業補助金交付決定（却下）通知書（第２号様

式）によ り行う ものとする。  

 （事業 変更承認申請書等）  

第９条  第７条第１号から第３号までの規定により市長の承認を受けようとす

るときは ，八千 代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金事業変更（中止・

廃止）承 認申請 書（第３号様式）を速やかに市長に提出するものとする。  

２  市長 は，前項の申請書の提出があったときは，審査の上，速やかに承認の

可否を決 定し， その旨を八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金事業

変更（中 止・廃 止）承認（不承認）決定通知書（第４号様式）により通知す

るものと する。  

（実績報 告書等 ）  

第１０条  規則第１２条第１項の補助事業等実績報告書は，八千代市住宅用設

備等脱炭 素化促 進事業補助金実績報告書（第５号様式）とする。  

２  前項 の報告書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。  

⑴  補助 対象設 備の概要（第５号様式  別紙）  

⑵  補助 対象設 備の設置費等の支払いを確認できる領収書等の写し  

⑶  補助 対象設 備の設置状況が確認できる写真（電気自動車にあっては，保

管場所において撮影した写真）  

⑷  補助 対象設 備が未使用品であることを確認できる書類の写し（電気自動

車を除く。）  

⑸  補助 対象設 備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は，補助対象



設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていることを 確認

できる書類の写し  

⑹  補助 対象設 備が電気自動車の場合は，以下の書類  

ア  電気自動車を購入する者が居住する住宅に住宅用太陽光発電設備が設

置され，発電した電気を電気自動車に給電できることを確認できる書類

の写し  

イ  自動車検査証の写し  

ウ  別表３において，住宅用太陽光発電設備及びＶ２Ｈ充放電設備を併設

する場合の補助を受けようとするときは，Ｖ２Ｈ充放電設備が設置され

ていることを確認できる書類の写し  

エ  ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者

が異なる場合は，保管場所標章番号通知書の写し又は申請者が保険契約

者である自動車保険証（任意保険）の写し  

⑺  補助 対象設 備がＶ２Ｈ充放電設備の場合は，補助対象設備を設置する住

宅に住宅用太陽光発電設備が設置され，かつ，電気自動車が導入され てい

ることを確認できる書類の写し  

⑻  住民 票の写 し  

⑼  その 他市長 が必要と認める書類  

（確定通 知）  

第１１条  規則第１３条の規定による交付すべき補助金の額の確定通知は，八

千代市住 宅用設 備等脱炭素化促進事業補助金交付額確定通知書（第６号様式

）により 行うも のとする。  

（交付請 求書）  

第１２条  規則第１５条の交付請求書は，八千代市住宅用設備等脱炭素化促進

事業補助 金交付 請求書（第７号様式）とする。  

（財産の 管理）  

第１３条  この要領に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は，

補助事業 により 取得し，又は効用の増加した財産について，補助事業の完了

後におい ても注 意をもって適正に管理するとともに，補助金の交付の目的に

従ってそ の効率 的な運用を図らなければならない。  



（処分の 制限）  

第１４条  この要領に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は，

補助事業 により 取得し，又は効用の増加した財産について，市長が指定する

期間（以 下「財 産処分制限期間」という。）は，この補助金の交付の目的に

反して使 用し， 譲渡し，交換し，貸し付け，担保に供し，取壊し，又は廃棄

してはな らない 。ただし，八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処

分承認申 請書（ 第８号様式）により市長の承認を得た場合はこの限りではな

い。  

２  前項 で定める財産処分制限期間は，減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和 ４０年 大蔵省第１５号）に定める耐用年数を勘案して，家庭用燃料

電池シス テム（ エネファーム）においては６年，定置用リチウムイオン蓄電

システム におい ては６年，窓の断熱改修においては１０年，太陽熱利用シス

テムにお いては １５年，電気自動車においては４年，Ｖ２Ｈ充放電設備にお

いては８ 年とす る。  

３  市長 は，第１項による承認申請書が提出されたときは，審査の上，速やか

に承認の 可否を 決定し，その旨を八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補

助金処分 承認（ 不承認）通知書（第９号様式）により通知するものとする。  

４  補助 金の交付を受けた者は，前項の規定による通知を受けた場合において，

財産処分 制限期 間の満了日までの月数（１か月未満の期間は算入しない。）

の割合に 相当す る補助金の額（１，０００円未満の端数が生じるときは，こ

れを切り 捨てた 額とする。）を返還しなければならない。  

５  前項 の規定にかかわらず，当該処分が天災，本人の責めに帰さない事故そ

の他のや むを得 ない事由による場合において，市長は返還すべき補助金の額

の全部又 は一部 を免除することができる。  

（協力の 義務）  

第１５条  この要領に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は，

市長から 事業効 果等に関する資料の提供を求められたときは，これに協力し

なければ ならな い。  

（その他 ）  

第１６条  この要領に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。  



   附  則  

 この要 領は，平成２６年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用太陽光発電設備設置費補助金交付実施要領及び八千代市住

宅用省エ ネルギ ー設備設置費補助金交付実施要領は，平成２５年度分の予算

に係る補 助金を もって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，平成２７年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，平成  

２６年度 分の予 算に係る補助金をもって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，平成２８年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，平成  

２７年度 分の予 算に係る補助金をもって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，平成２９年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，平成  

２８年度 分の予 算に係る補助金をもって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，平成３０年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，平成  

２９年度分の予算に係る補助金をもって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，平成３１年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，平成  

３０年度分の予算に係る補助金をもって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，令和２年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，令和元

年度分の 予算に 係る補助金をもって廃止する。  

附  則  



 この要 領は，令和３年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，令和２

年度分の予算に係る補助金をもって廃止する。  

附  則  

 この要 領は，令和４年４月１日から施行する。  

２  八千 代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領は，令和３

年度分の予算に係る補助金をもって廃止する。  

 



別表１（ 第２条）  補助対象設備の要件  

設備の種類  設備の要件  

家庭用燃料電池  

システム  

（エネフ ァーム）  

燃 料 電 池 ユ ニ ッ ト 並 び に 貯 湯 ユ ニ ッ ト 等 か ら 構 成 さ れ ，

都 市 ガ ス ， Ｌ Ｐ ガ ス な ど か ら 燃 料 と な る 水 素 を 取 り 出 し

て 空 気 中 の 酸 素 と 反 応 さ せ て 発 電 し ， 発 電 時 の 排 熱 を 給

湯 等 に 利 用 で き る も の の う ち ， 国 が 平 成 ２ ５ 年 度 以 降 に

実 施 す る 補 助 事 業 に お け る 補 助 対 象 機 器 と し て ， 一 般 社

団 法 人 燃 料 電 池 普 及 促 進 協 会 の 指 定 を 受 け て い る も の で

あること。  

定置用  

リチウムイオン  

蓄電システム  

リ チ ウ ム イ オ ン 蓄 電 池 部 （ リ チ ウ ム イ オ ン の 酸 化 及 び 還

元 で 電 気 的 に エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る 蓄 電 池 を い う 。 ） 並

び に イ ン バ ー タ 等 の 電 力 変 換 装 置 を 備 え ， 再 生 可 能 エ ネ

ル ギ ー に よ り 発 電 し た 電 力 又 は 夜 間 電 力 な ど を 繰 り 返 し

蓄 え ， 停 電 時 や 電 力 需 要 ピ ー ク 時 な ど 必 要 に 応 じ て 電 気

を 活 用 す る こ と が で き る も の の う ち ， 以 下 の 要 件 を 満 た

すもの。  

⑴  国 が 平 成 ２ ５ 年 度 以 降 に 実 施 す る 補 助 事 業 に お け る

補 助 対 象 機 器 と し て ， 一 般 社 団 法 人 環 境 共 創 イ ニ シ ア チ

ブにより登録されているものである こと。  

⑵  県 が 実 施 す る 太 陽 光 発 電 設 備 ・ 蓄 電 池 の 共 同 購 入 支

援事業により，補助対象設備を購入 していないこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 



窓の断熱改修  

既 存 住 宅 に 設 置 さ れ て い る 窓 を ， 断 熱 性 能 が 高 い 窓 へ 改

修 す る に あ た り ， 国 が 令 和 元 年 度 以 降 に 実 施 す る 補 助 事

業 に お け る 補 助 対 象 機 器 と し て ， 一 般 社 団 法 人 環 境 共 創

イ ニ シ ア チ ブ 又 は 公 益 財 団 法 人 北 海 道 環 境 財 団 に よ り 登

録 さ れ て い る も の で あ る こ と 。 加 え て ， １ 居 室 単 位 で 外

気に接する全ての窓の断熱化をする こと。  

※  居 室 と は ， 居 住 ， 作 業 ， 娯 楽 な ど の 目 的 の た め に 継

続 的 に 使 用 す る ， 壁 ， ド ア ， 障 子 ， 襖 等 で 仕 切 ら れ て い

る空間をいう。  

（ 空 気 が 通 り 抜 け て し ま う 簡 易 的 な 仕 切 り （ カ ー テ ン ，

ロ ー ル ス ク リ ー ン 等 ） は ， 居 室 を 区 切 る 仕 切 り と し て 認

められない。）  

補助対象：リビング，ダイニング， 寝室，子ども部屋等  

補 助 対 象 外 ： キ ッ チ ン ， 階 段 ， 踊 り 場 ， 納 戸 ， 廊 下 ， 玄

関，トイレ，浴室，屋内ガレージ等  

※  例 え ば リ ビ ン グ と キ ッ チ ン ・ 階 段 ・ 踊 り 場 ・ 廊 下 が

壁 ， ド ア ， 障 子 ， 襖 等 で 仕 切 ら れ て お ら ず 一 体 の 場 合 は

， キ ッ チ ン ・ 階 段 ・ 踊 り 場 ・ 廊 下 の 窓 も 含 め ， １ 居 室 と

判 断 し ま す の で ， リ ビ ン グ の 窓 だ け で は な く ， そ れ ら も

含め断熱改修が必要となります。  

太陽熱利用  

システム  

集 熱 器 に よ り 太 陽 の 熱 エ ネ ル ギ ー を 集 め て 給 湯 又 は 空 調

等 に 利 用 す る シ ス テ ム で ， 動 力 を 使 用 し て 熱 媒 等 を 循 環

さ せ る も の の う ち ， 一 般 財 団 法 人 ベ タ ー リ ビ ン グ に よ り

優 良 住 宅 部 品 （ Ｂ Ｌ 部 品 ） と し て 認 定 を 受 け て い る も の

。 た だ し ， 集 熱 方 式 が 「 自 然 循 環 型 」 に 分 類 さ れ る も の

を除く。  

 

 

 



電気自動車  

電 池 に よ っ て 駆 動 す る 電 動 機 の み を 原 動 機 と し ， 内 燃 機

関 を 併 用 し な い 自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法

律 第 １ ８ ５ 号 ） 第 ６ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 自 動 車 検 査

証 の 交 付 を 受 け た 同 法 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 自 動 車 を

い う 。 ） で ， 自 動 車 検 査 証 に 当 該 自 動 車 の 燃 料 の 種 類 が

「 電 気 」 と 記 載 さ れ て い る も の の う ち ， 以 下 の 要 件 を 満

た す も の 。 た だ し ， 自 動 車 検 査 証 の 用 途 が 「 乗 用 」 ， 自

家 用 ・ 事 業 用 の 別 が 「 自 家 用 」 と 記 載 さ れ て い る ４ 輪 の

ものに限る。  

⑴  申 請 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け る に 当 た り ， 新 車 と し

て 新 た に 購 入 し た も の （ 中 古 の 輸 入 車 の 初 度 登 録 車 を 除

く。）であること。  

⑵  自 動 車 検 査 証 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が ， 市 内 の 住 所 で

あること。  

⑶  自 動 車 検 査 証 の 登 録 年 月 日 又 は 交 付 年 月 日 が ， 補 助

金の交付を受ける年度内の日付であ ること。  

⑷  国 が 令 和 ３ 年 度 以 降 に 実 施 す る 補 助 事 業 に お い て ，

一 般 社 団 法 人 次 世 代 自 動 車 振 興 セ ン タ ー に よ り 補 助 対 象

とされている電気自動車であること 。  

Ｖ２Ｈ充 放電設備  

電 気 自 動 車 と 住 宅 の 間 で 相 互 に 電 気 を 供 給 で き る 設 備 の

う ち ， 国 が 令 和 ３ 年 度 以 降 に 実 施 す る 補 助 事 業 に お い て

， 一 般 社 団 法 人 次 世 代 自 動 車 振 興 セ ン タ ー に よ り 補 助 対

象とされているものであること。  

 



別表２（ 第５条）  補助対象経費  

設備の種類  補助対象 経費  

家庭用燃 料電池システム  

（エネファーム）  

設 備 本 体 （ 燃 料 電 池 ユ ニ ッ ト ， 貯 湯 ユ ニ ッ ト 等

） 及 び 付 属 品 （ 給 湯 器 ， リ モ コ ン 等 ） の 購 入 費

，工事費（据付・配線・配管工事等 ）  

定置用リチウムイオン  

蓄電システム  

設 備 本 体 （ 蓄 電 池 部 ， 電 力 変 換 装 置 ， 蓄 電 シ ス

テ ム 制 御 装 置 等 ） 及 び 付 属 品 （ 計 測 ・ 表 示 装 置

， キ ュ ー ビ ク ル 等 ） の 購 入 費 ， 工 事 費 （ 据 付 ・

配線工事等）  

窓の断熱改修  

設 備 本 体 （ ガ ラ ス ， 窓 ） 及 び 高 断 熱 窓 の 設 置 と

不 可 分 の 工 事 費 （ 窓 ・ ガ ラ ス の 取 付 け 費 ， 内 窓

取 付 け 時 に 必 要 な 額 縁 ・ ふ か し 枠 等 の 費 用 ， 仮

設足場費，既存設備の解体撤去費等 ）  

※  網 戸 ， 雨 戸 等 の 窓 付 属 部 材 費 は 対 象 経 費 に

含まない。  

太陽熱利用シス テム  

設 備 本 体 （ 集 熱 器 ， 蓄 熱 槽 等 ） ， 架 台 ， そ の 他

の 付 属 機 器 （ 集 熱 配 管 ， リ モ コ ン 等 ） の 購 入 費

，工事費（据付・配線・配管工事等 ）  

電気自動車  電気自動車本体の購入費  

Ｖ２Ｈ充放電設備  Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入費  



別表３（ 第５条）  補助金の額  

設備の種類  補助金の 額※  

家庭用燃 料電池システム  

（エネファーム）  

停電時自立運転機能あり  

１０万円  

停電時自立運転機能なし  

５万円  

定置用リチウムイオン  

蓄電システム  
７万円  

窓の断熱改修  
補助対象経費×１／４  

（上限８万円）  

太陽熱利用シス テム  ５万円  

電気自動車  

住 宅 用 太 陽 光 発 電 設 備 及 び Ｖ ２ Ｈ 充 放 電 設 備 を

併設する場合  

１５万円  

住宅用太陽光発電設備を併設する場 合  

１０万円  

Ｖ２Ｈ充放電設備  
補助対象経費×１／１０  

（上限２５万円）  

※  補助 対象経費が補助金の額に満たない場合にはその額とし，補助金の額に

１，００ ０円未 満の端数が生じるときは，これを切り捨てた額とする。  


